
健
康
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テ
ー
シ
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ン

い
っ
し
ょ
に
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で
す
か

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

皆
様
の
善
意

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
次
の
方
か
ら
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
株
式
会
社
　
第
一
化
成
製
作
所
　
様

　

詳
し
く
は
詩
契
約
管
財
課
☎
788
―
４
９

１
３

　

高
齢
者
叙
勲

受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
次
の
方
は
、
長
年
の
功
労
が
認
め
ら
れ
、

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
瑞
宝
双
光
章

　（
元
県
立
川
口
養
護
学
校
長
）

増田英伍さん

　

詳
し
く
は
詩
秘
書
広
報
課
☎
788
―
４
９

０
０

年
末
年
始
の
し
尿
の
汲
み
取
り

　

し
尿
の
汲
み
取
り
は
、
年
内
は
12
月
29

日
㈬
正
午
ま
で
行
い
、
年
明
け
は
1
月
4

日
㈫
か
ら
平
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

※
年
内
に
臨
時
の
汲
み
取
り
が
必
要
な
家

庭
は
、
12
月
29
日
㈬
正
午
ま
で
に
、
市
の

委
託
業
者
で
あ
る
青
木
清
掃
㈱
☎
775
―
１

５
５
１
へ
直
接
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
環
境
課
☎
788
―
４
９
２
５

教
育
委
員
会
第
12
回
定
例
会
の

お
知
ら
せ

　

と
き
▼
12
月
23
日
㈭
午
後
２
時

　

と
こ
ろ
▼
市
役
所
４
階
会
議
室
401

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
次

回
の
教
育
委
員
会
は
、
令
和
４
年
１
月
27

日
㈭
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
教
育
総
務
課
☎
788
―
４
９

６
５

生
涯
学
習
ガ
イ
ド（
12
月
～
３
月
）を

活
用
く
だ
さ
い

　

市
民
の
生
涯
学
習
を
支
援
す
る
た
め
に
、

学
習
機
会
の
情
報
を
ま
と
め
た
「
生
涯
学

習
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

公
共
施
設
（
公
民
館
・
図
書
館
な
ど
）

に
配
置
し
て
い
ま
す
の
で
、
自
由
に
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
生
涯
学
習
文
化
財
課
☎
788

―
４
９
７
０

　

第
12
回
農
業
委
員
会
総
会
の

お
知
ら
せ

　

と
き
▼
12
月
24
日
㈮
午
後
２
時

　

と
こ
ろ
▼
市
役
所
３
階
会
議
室
304

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
会

場
変
更
な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
ま
た
は
事
務
局
に
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
次
回
の
農
業
委
員
会
総
会
は
、
令
和

４
年
１
月
26
日
㈬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
788

―
４
９
３
２

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
・
節
電
に
よ
る
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
抑
制
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す 

　

市
で
は
、
12
月
１
日
㈬
～
令
和
４
年
３

月
31
日
㈭
の
期
間
で
、
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
に

取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
年
間
を
通
じ
て

節
電
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
地
球

温
暖
化
対
策
の
た
め
、
事
業
所
や
家
庭
の

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
・
節
電
が
、
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
庁
舎
お
よ
び
市
公
共
施
設

•

エ
ア
コ
ン
→
暖
房
は
室
温
が
、
20
℃
と

な
る
よ
う
設
定
温
度
を
調
節
し
ま
す
。

•

服
装
→
重
ね
着
や
ひ
ざ
掛
け
な
ど
を
し

て
、
温
か
い
服
装
で
勤
務
し
ま
す
。

•

照
明
設
備
→
①
昼
休
み
時
間
中
は
、
窓

口
業
務
を
除
き
、
消
灯
し
ま
す
。

②
勤
務
時
間
後
は
、
職
員
が
退
庁
す
る
際
、

執
務
場
所
の
照
明
を
消
灯
し
ま
す
。

２
．
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
の
取
り
組
み
の
例 

•

使
用
し
な
い
部
屋
の
暖
房
は
切
る
。

•

エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
清
掃
を
こ
ま

め
に
行
う
。

•

こ
た
つ
・
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、
機
器

本
体
と
床
の
間
に
敷
物
を
し
、
布
団
を
重

ね
て
使
用
す
る
。

•

温
水
洗
浄
便
座
（
暖
房
便
座
）
は
、
節

電
モ
ー
ド
に
す
る
。

　

詳
し
く
は
詩
環
境
課
☎
788
―
４
９
２
５

市長元気通信

　 動 報 告
かつ

どう ほう こく

vol.82

桶川市長　     

　去る10月９日㈯、「桶川
フードパントリーかのうの
森」を訪問しました。
　「桶川フードパントリーか
のうの森」は、桶川市在住
の保護者が障害者手帳を
持っている世帯やひとり親
家庭等の支援を行うため、
２か月に１回程度開催されています。利用にあたっては予約制と
なっており、配布する食材は寄贈品を基本としているため、その
時々で内容が異なりますが、常温で保存可能なレトルト食品や野
菜、調味料、缶詰、お米など多種多様なものがあります。

　支援が必要な世帯は、地域とつなが
りにくいという現状がある中で、フー
ドパントリーを利用することで地域と
のつながりが生まれ、家庭の困りごと
を解決するための窓口的な役割を担う
ことが期待されています。
　主催者である和泉泰弘さんは、「市内
に３か所ある子ども食堂との連携など

をはじめ、支援活動の内容を更に拡充しながら、子どもや困って
いる家庭を様々な角度から支援していきたい。」と今後の抱負を
熱く語っておられました。そうした人情味溢れる和泉さんの姿に、
大変頭の下がる思いでした。
　行政としても、未来を担う子どもた
ちの健やかな成長のために、こうした
素晴らしい取り組みへのお手伝いをし
ていきたいと強く感じた一日でした。
※フードパントリー
　生活困窮者やひとり親家庭など、何らかの理
由で十分な食事をとることが出来ない人々に食
品を無料提供する支援活動のこと。（「パント
リー」は貯蔵庫を意味する英語。）

「マイナポイント」の手続きはお済みですか「マイナポイント」の手続きはお済みですか
詳しくは至市民課☎788－4922

対象者▶�令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した人
締切り▶�マイナポイントの申し込みを行い、12月末までにチャージまたは買い

物をすると上限5,000円分のポイントを取得できます。
注　意▶�決済サービスごとに締め切りが異なります。早めに手続きを。
問合せ至�マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120－95－0178
　　　　（ダイヤル後、「５」番を選択）
受付時間▶�午前９時30分～午後８時（土・日・祝日は午後５時

30分まで）
※�新たなマイナポイント事業については、詳細が決まり次第、広
報・ホームページでお知らせします。

詳しくは至学校支援課☎788－4968

令和４年度市内小・中学校給食物資納入業者の登録申請受け付けのお知らせ

　市内小・中学校へ学校給食用物資を納入する業者登録の申請を受け付けます。この申請に基づき、ヒアリングを行い、その
後、桶川市学校給食運営委員会での承認を経て、学校給食用物資納入業者として登録されます。
提出書類▶�①学校給食物資納入業者登録申請書（学校支援課で配布または市ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　②食品衛生監視票または立ち入り検査票の写し（食品衛生法に定める営業許可を有する事業者のみ提出。）
　　　　　③令和３年４月以降の腸内細菌検査結果報告書（検便）
　　　　　④納税証明書（直近年度のもの）
　　　　　　※�その３の３「法人税」および「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明または個人業者の人は個人の市県民税
　　　　　⑤食品営業許可証の写し（食品衛生法に定める営業許可を有する業者のみ提出。）
　　　　　⑥登記簿謄本（法人の場合で、新規に申請する事業者のみ提出。）
申込み▶�12月15日㈬《必着》で、学校支援課へ。

市職員を募集します市職員を募集します 詳しくは至職員課☎788－4911

採用年月日：令和４年４月１日
職種 募集人数 年齢・資格要件 申込期間

事務職【一般】 若干名
大学・短大卒→平成８年４月２日以降に生ま
れた人
高校卒→平成10年４月２日以降に生まれた人

※�詳細は、市ホーム
ページまたは市役
所（情報コーナー
および職員課）で
配布している受験
案内を参照してく
ださい。

事務職【手話通訳者】 若干名 大学・短大・高校卒→昭和61年４月２日以降
に生まれた人
資格要件があるため、受験案内を確認してく
ださい。

技術職【土木】 若干名

技術職【建築】 若干名

上
尾
、
桶
川
、
伊
奈
衛
生
組
合
か
ら

お
知
ら
せ

　

年
末
年
始
（
12
月
30
日
㈭
～
令
和
４
年

１
月
３
日
㈪
）
は
、
休
業
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
上
尾
、
桶
川
、
伊
奈
衛
生

組
合
☎
728
―
６
０
７
１

▲�詳細はこちら

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

情報
ステーション

OKEGAWA
Information Station

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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の皆さんの皆さん の皆さんの皆さんの皆さん の皆さん

（令和３年１月１日～10月19日集計時点）

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

空き家バンクのご案内空き家バンクのご案内
～その空き家を必要としている人がいるかもしれません～

詳しくは至安心安全課☎788－4927

詳しくは至安心安全課☎788－4927

　市では、市内にある空き家の有効活用を通して、移住および定住促進による地域の活性化を図るため、「桶
川市空き家バンク」を開設しています。市内に「空き家を所有している人」や「空き家を利用したい人」は、
ぜひ、桶川市空き家バンクを活用してください。

空き家の所有者はまずは無料相談を！
　市内に空き家を所有し、今後どのように活用すればよいか悩んでいる人のために、不動産のプロである宅地
建物取引業者に無料で相談できる制度があります。活用相談は、安心安全課へ申し込みください。

空き家の所有者（売りたい人・貸したい人）
　市内に所有する空き家を「桶川市空き家バンク」に登録しましょう。物件登録は、安心安全課へ申し込み
ください。申し込み後、物件の調査を行い、登録が完了すると市ホームページで紹介されます。物件を登録
した後でも、登録内容の変更や登録物件の抹消は可能です。

空き家の利用希望者（買いたい人・借りたい人）
　「桶川市空き家バンク」に登録された物件の購入などを希望する人は、利用登録を安心安全課へ申し込みく
ださい。利用登録の申し込みは、桶川市と併せて、県央地域の希望する市町（鴻巣市、上尾市、北本市、伊
奈町）にもできます。桶川市以外の市町に利用登録をすると、希望した市町の空き家バンクに登録された物
件の交渉申し込みも可能となります。
※桶川市空き家バンクの詳細は、市ホームページを確認してください。
※申請用紙は、安心安全課窓口に設置しています（市ホームページからもダウンロードできます）。

①物件登録申込み

③現地調査 ❷見学・相談

④契約・交渉 ❸契約・交渉

②登録物件の
　情報提供

❹契約・交渉
　状況の情報提供

❶利用登録申込み桶川市空き家バンク桶川市空き家バンク
（市ホームページで物件の公開）（市ホームページで物件の公開）

埼玉県央地域
(桶川市・鴻巣市・上尾市・北本市・伊奈町)

宅地建物取引業協会彩央支部

空
き
家
の
所
有
者

空
き
家
の
利
用
希
望
者

貸
し
た
い
人

売
り
た
い
人

借
り
た
い
人

買
い
た
い
人

情報共有

道路を横断する前に、
手を挙げるなど、横断
意思の表示をドライ
バーに伝えましょう。
横断を始める際は、常
に左右の安全を確認し
ましょう。

横断中の歩行者や横断
しようとしている歩行
者がいるときは、横断
歩行者の通行を妨げて
はいけません。

　今年県内で亡くなった人の半数以
上が、歩行者もしくは自転車に乗車
中でした。
　年齢別でみると、65歳以上の人が
約３割と最も多く、次いで40代の人
が２割となっており、この２つの年
齢層だけで全体の約半数を占めてい
ます。

交差点では、右折先
の横断歩道、左折時
の巻き込み防止の確
認を徹底しましょう。

横断する人もドライバーも
気持ち良く。感謝の気持ち
を伝えましょう。

　市内では、令和３年７月から10月の間に３件の死亡事故が発生し、尊い市民
の命が失われています。
　今一度、一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故を防止するための行動を
お願いします。

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp

掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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介護保険の「障害者控除対象者認定書」の発行ができます介護保険の「障害者控除対象者認定書」の発行ができます
詳しくは至高齢介護課☎788－4939

　介護保険の要介護認定（要介護１～５）を受けた65歳以上の人（注※）は、「障害者控除対象者認定書」により、所
得税や住民税の「障害者控除」の対象になります。

要介護度 障害者控除区分 利用方法
要介護１・２ 障害者控除 すでに認定書の発行を受けた人で、要介護度に変化がなく控除額が変わらない

場合は、お持ちの認定書で控除ができます。要介護度が変更になり、控除額が
変わる場合は、申請すると新しい認定書を発行します。要介護３・４・５ 特別障害者控除

（注※）�身体障害者手帳の１・２級をお持ちの人は、申告の際、身体障害者手帳を提示することで特別障害者控除が受
けられます。身体障害者手帳の３～６級をお持ちの人（障害者控除対象者）で、要介護３以上の人は、特別障
害者控除が受けられますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。また、要介護度が要支
援１・２、非該当に変更になった場合は、障害者控除の対象にはなりません。

申請できる人▶�12月31日現在、上記の表に該当し、所得税や住民税が課税されている人、または対象者を扶養して
いる家族で、所得税や住民税が課税されている人

申請に必要なもの▶�要介護認定を受けている人の介護保険被保険者証
申請受付▶�平日午前８時30分～午後５時15分（祝日・年末年始を除く）に高齢介護課へ。

高齢者などのおむつ費用について要件を満たす人は高齢者などのおむつ費用について要件を満たす人は
医療費控除の対象になります医療費控除の対象になります 詳しくは至高齢介護課☎788－4939
　対象の人は、医療費の控除を証明する書類とおむつ購入にかかった領収書を確定申告時に提出してください。
対象要件▶�要介護認定を受けている人で、要介護認定のための主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がＢ

１以上（おおむね寝たきり、または寝たきり状態）で尿失禁が見られる人
申請方法▶�かかりつけ医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼するか、おむつ費用の医療費控除申請が２年目以降の

人は、高齢介護課に「主治医意見書の記載内容確認書」の発行を申請してください。

12月３日～９日は障害者週間です12月３日～９日は障害者週間です
詳しくは至障害福祉課☎788－4936

　障害や障害のある人に対する理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加への意欲を高めることを目
的として、障害者週間が設けられています。障害のある人が社会の様々な分野で活躍できるようご理解とご
協力をお願いします。

●手帳制度
　様々な支援事業や制度には、障害のある人のために、医療、福祉サービス、各種減免、手当てなどがあり
ますが、それらの事業などを利用する際は、次のような手帳の所持を必要とする場合があります。
●身体障害者手帳
　視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎
臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫などの機能に永続する障
害のある身体の部位および１級～６級の障害の程度区分などが記入さ
れた手帳です。県が障害認定して、手帳を交付します。
●療育手帳
　知的障害のある人のための手帳で、障害の程度によりⒶ最重度、Ａ
重度、Ｂ中度、Ｃ軽度の４段階に区分されています。専門機関で判定
した後、県が手帳を交付します。
●精神障害者保健福祉手帳
　精神障害のある人のための手帳で、障害の程度により１級～３級に区分されています。県が判定した後、手
帳を交付します。
●障害者に関するマークについて
　障害のある人に配慮した施設・設備であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、い
ろいろなシンボルマークや標示があります。障害のある人々が暮らしやすい社会をつくるために、シンボル
マークを使用する一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

●ヘルプカード・ヘルプマークを配布しています
　高齢者、障害者、障害や難病のある人など支援の必要な人が、日頃から携帯することで緊
急時や災害時などに支援や配慮を求めやすくするカードです。障害者手帳をお持ちでない人
でも利用できます。電車・バスの中で、ヘルプマークを付けた人を見かけたら、席をお譲り
ください。災害時には、安全に避難するための支援をお願いします。
　ヘルプカード、ヘルプマークは、障害福祉課の窓口で配布しています。ヘルプカードは、市
ホームページからもダウンロードできます。

障害者のための
国際シンボルマーク

聴覚障害者標識

ほじょ犬マーク

ハート・プラスマーク

盲人のための
国際シンボルマーク

オストメイトマーク

身体障害者標識

ヘルプマーク

聴覚障害者の
シンボルマーク

（濃青の地に白）

（緑地に黄）

（白地に青）

（青地に白、ハートプラスは赤）

（青地に白）

（黒地に白）

（青地に白）

（赤地に白）

（明るい緑）

▲�障害者のシンボル
マークについて

▲�ヘルプカード ・
ヘルプマークに
ついて

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

☆好評販売中‼
男子学生服上下・女子制服三つ組み　購入特典 桶川市内各小学校

•メッシュ型半袖体育着　•長袖体操着
　　　　　　　　　　　　 各種品揃え
☆令和４年度小学校新入学セール開催
　１月６日㈭～３月３１日㈭
※初売り１月６日㈭～粗品進呈（数量限定）

予約・採寸期間

１１月２７日㈯～
翌年２月２３日㈬
　　　　　まで
11月27日㈯より
予約・採寸開始
※採寸は後日で
　構いません。

学生衣料  大 塚 屋
桶川市南２－６－５
電話 048－771－1048／ FAX 048－771－1201
E-mail:ootsukaya2006@tbc.t-com.ne.jp
営業時間　10：00～ 19：00　月曜日定休

令和4年度中学校新入学セール
★小学校  卒業式用衣装  無料レンタル（大好評です）
男子ブレザー・ズボン・ネクタイ 女子ブレザー・スカート・リボン
※先着順で貸し出しいたしますので、品切れの場合はご了承ください。
●スポーツバック等プレゼント
●グループ購入特典（Ｙシャツ等プレゼント）
●出張採寸できます（ご希望場所）
●その他特典多数あり
※詳しいパンフレットをご希望の方はお申し出ください。
　後日郵送いたします。（電話・FAX・E-mail）

▲当店
ホームページは
こちら

（平成27年度から手帳の色が紺地に
金で統一されました。）

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp

掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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「オケちゃんの年賀はがき」を本紙に中綴じしました「オケちゃんの年賀はがき」を本紙に中綴じしました
　今年も「オケちゃんの年賀はがき」を中綴じしました。おじいちゃんおばあ
ちゃん、親せき、お友達へのあいさつにぜひ利用してください。
　オケちゃんへの年賀状もお待ちしています。【送り先】へ郵送してください。

または オケちゃん年賀はがき 検索

【送り先】〒363－0016
桶川市寿1－11－19
桶川市観光協会　オケちゃん
☎776－8590

※�万が一、オケちゃんからの返事が届かない
時は、市観光協会へご連絡ください。

年賀はがきのイラストは、
市のホームページからダウ
ンロードできます。→

桶川市マスコットキャ
ラクター

「オケちゃん」

寅寅2022年 元旦2022年 元旦

桶川市マスコットキャラクター「オケちゃん」

年賀状
待ってる
べに～

詳しくは至税務課☎788－4916１月１日は固定資産税の賦課期日です１月１日は固定資産税の賦課期日です
　固定資産税は、毎年１月１日を基準として賦課される市税です。土地や家屋などの ｢１月１日現在の所有者｣（以下：納税義
務者）が納付します。納税通知書は５月上旬に納税義務者へ送付します。そのため、所有権移転や家屋の取り壊しなどにより、
通知書を受け取った時点で固定資産を所有していない場合でも、固定資産税は納税義務者が納付します。また、家屋などの新築
や増築、取り壊しなどを行い、その後、登記をしない場合には、課税内容が把握できないことがありますので連絡してください。

市内で事業をしている人へ　～償却資産の申告について～市内で事業をしている人へ　～償却資産の申告について～
　償却資産とは、個人・法人を問わず、土地および家屋以外の事業のために所有されている構築物・機械・器具・備品などを
指し、固定資産税の課税対象となります。市内で事業をしている人は、毎年１月１日現在で所有している償却資産を、その年
の１月31日までに申告する必要があります。
　該当者には、申告書類を12月中に送付しますが、書類が届かなかった場合や不明な点がある場合は連絡してください。なお、
申告書は市ホームページからもダウンロードできます。

　河川や水路に油や薬品などが流れ、魚や水道水、農業用水
の取水に影響が出る異常水質事故が多く発生しています。
　年末の大掃除などの際に、不要な塗料や油、農薬などの取
り扱いは十分に注意し、絶対に河川や水路、側溝に流さない
ようお願いします。事故対応の費用は、原因者の負担となり
ます。
　異常水質事故を見つけた場合には、速やかに県中央環境管
理事務所（☎822－5199）または市環境課に連絡してくだ
さい。

河川などの異常水質事故防止に河川などの異常水質事故防止に
ご協力をお願いしますご協力をお願いします

詳しくは至環境課☎788－4924
今月の納期

固定資産税・都市計画税
【第３期】

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

【第６期】
納期限…12月27日
納付は期限内に！

令和４年度市内小・中学校体育施設を開放します令和４年度市内小・中学校体育施設を開放します

　市民のスポーツ・レクリエーションの活動の場として、市内小学校の体育館と校庭、中学校の体育館を開
放します。説明会を実施し団体間の調整をしますので、必ず代表一人の出席をお願いします。
と　き▶�令和４年１月25日㈫午後７時
ところ▶サン・アリーナ
対　象▶�市内に在住・在学・在勤する人のみで構成された10人以上の責任者が明確になっている
　　　　グループまたは団体（登録は１団体１校のみ）※�営利目的は使用不可。
　　　　※�フットサルのグループ・団体は、全ての学校の体育館について利用登録できません。
申込み▶�登録希望団体は、令和４年１月７日㈮までに、スポーツ振興課で登録手続きをしてください。

詳しくは至スポーツ振興課☎788－4972

小学校 中学校

開放校 桶川小、西小、加納小、川田谷小、東小、
日出谷小、朝日小 桶川中、東中、西中、加納中

開放する日
および時間（原則）

【体育館】
平日→午後６時～９時
土・日・祝日→午前９時～午後９時

【体育館】
平日→午後７時～９時
土・日・祝日→午後７時～９時

【校庭】土・日・祝日のみ
５～８月→午前９時～午後７時
９～４月→午前９時～午後５時

詳しくは至スポーツ振興課☎788－4972
桶川中学校運動場夜間照明設備を利用できます桶川中学校運動場夜間照明設備を利用できます

　登録をしている人は、桶川中学校運動場の夜間照明設備を利用できます。
登録手続き▶�平日の午前８時30分～午後５時15分に、直接、スポーツ振興課へ。
利用申請▶�サン・アリーナ窓口（☎787－5111）
　　　　　【受付時間：�午前９時～午後９時30分】
期間▶�１月８日～12月27日の午後７時～９時（11月～２月の冬季期間は午後６時30分

～９時までの内、２時間）
対象▶�市内に在住・在学・在勤の人のみで構成された10人以上の責任者が明確になって

いるグループまたは団体
費用▶�全灯5,000千円（軟式野球ができる程度）半灯3,000千円（ソフトボール・サッ

カーなどができる程度）
　　　※�費用は２時間使用の料金です。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

地域と共に50余年
新築・リフォーム・外構・塗装・水廻り
住まいのメンテナンス
家のお困りごとはお気軽に!
地域の頼れる大工さんです!!

〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1730－1

TEL.048-775-2662
FAX.048-775-2664 桶川 タケハラ 検索

HP

総合建設業

株式会社タケハラ
タケハラ建築設計事務所

見積
無料

詳しくは至安心安全課☎788－4927

冬の全国交通安全運動 12/1～14

『人も車も自転車も安心・安全・埼玉県』
【県内統一重点目標】
○横断歩道における歩行者優先の徹底
○夕暮れ時と夜間における歩行者・自転車の交通事故防止
○飲酒運転の根絶および危険運転などの防止
【桶川市重点目標】
○自転車乗用中の交通事故防止
○交差点での交通事故防止

詳しくは至秘書広報課☎788－4901

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp

掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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●桶川市役所・教育委員会／☎7８６－３2１１（代表）　鯖7８６－0３３６
●社会福祉協議会／☎72８－222１　鯖72８－2３１３12月

相　　　　談 相談員 相　　談　　内　　容 と　　　き と　こ　ろ 問 合 せ

◎法律相談（予約制）弁 護 士 相隣、金銭・賃貸借、離婚、相続などの
法律全般についての相談

１2月３日㈮・１0日㈮・24日㈮・
１８日㈯　９：00～１2：00
１月７日㈮・１4日㈮・2１日㈮・
2８日㈮　１4：00～１7：00
１5日㈯　９：00～１2：00

市役所相談室

秘書広報課

◎司法書士相談（予約制） 司法書士 相続、遺言、名義変更、会社設立登記、成年
後見、少額民事訴訟（債務整理）などの相談

９日㈭　１３：00～１６：00
＊次回は１月１３日㈭ 市役所相談室

◎行政書士相談（予約制） 行政書士 相続、各種契約書、内容証明、会社設立な
どの手続きの相談、成年後見制度のご案内

１日㈬　１３：00～１６：00
＊次回は１月４日㈫ 市役所相談室

◎不動産相談（予約制）宅地建物取引主任者
不動産の売買、賃貸借契約などについて
の相談

22日㈬
１３：00～１６：00 市役所相談室

住 宅 相 談 建設団体
の相談員

住宅の新築、増改築、修繕、工事、耐震
などの相談

１８日㈯
９：00～１2：00

市役所会議室
電話でも可　☎7８６-３2１１

行 政 相 談 行政相談
委 員

国、公団・公社などへの要望や苦情につ
いての相談

１0日㈮　１0：00～１2：00
＊次回は１月１4日㈮ 市役所相談室

多 重 債 務 相 談 市 役 所
職 員

消費者金融などからの借金返済などに
困っている人の相談 随時 市役所相談室

直通☎7８８-490１

暴力団被害相談（予約制） 上尾警察署
職 員

暴力団により被害を受けたり、困ってい
ることについての相談 随時 市役所相談室

安心安全課
犯 罪 被 害 者 相 談 市 役 所

職 員 犯罪被害に関する総合的相談 市役所窓口（電話でも可） 市役所相談室

女性相談（予約制）県外の専門
カウンセラー 女性のためのなんでも相談 １３日㈪・27日㈪

１0：00～１６：00 市役所相談室 人権・男女共同
参画課人 権 相 談 人権擁護

委 員
悩みごと・離婚問題・子どものいじめなど
の日常生活でお困りのことの相談 １4日㈫　９：00～１2：00 市役所旧分庁舎

内 職 相 談 内 職
相 談 員 内職に関する相談・案内 毎週水・金曜日（祝日を除く）

１0：00～１5：00（１2：00～１３：00を除く）
勤労福祉会館
直通☎77３-１１2１（水・金曜日） 産業観光課

消 費 生 活 相 談 消費生活
相 談 員

消費者トラブルや苦情など、消費生活全
般についての相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
１0：00～１5：３0（１2：00～１３：00を除く）

市役所３階
電話でも可　☎7８６-３2１１ 自治文化課

こどもと家庭なんでも相談 子 ど も
家庭支援員

子どもたち自身や親からの、家庭・幼稚
園・学校などでの悩みや子育ての相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
8：３0～１7：１5（１2：00～１３：00を除く）

子ども未来課窓口
電話でも可　☎7８８-494６ 子ども未来課

こどものことばや運動面 専 門
相 談 員 未就学児の発達についての相談 事前に電話で申し込み、日程

調整して決定
児童発達支援センター分室
☎7８7-55６2

児童発達支援
センター分室

教 育 相 談 専 門
相 談 員

子どもの教育やしつけについての悩みご
と相談

原則毎週月～金曜日（祝日を除く）
９：１5～１６：３0

桶川市教育センター
直通☎7８６-３2３7 学校支援課

心 配 ご と 相 談 民生委員 さまざまな心配ごとの相談 毎週土曜日（祝日を除く）
１３：00～１5：00

市役所旧分庁舎
直通☎72８-222１ 社会福祉協議会

※上記相談外での個別相談は、相談料が発生する場合があります。※◎の相談について、一年度に1回のみ受けられます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話での対応となることがあります。あらかじめご了承ください。

「
認
知
症
ケ
ア
相
談
室
」
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
在
宅
で
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る

家
族
に
対
し
、
認
知
症
ケ
ア
の
具
体
的
な

方
法
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
ま
す
。
家

族
だ
け
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
▼
認
知
症
の
人
（
ま
た
は
認
知
症

が
疑
わ
れ
る
人
）
を
介
護
し
て
い
る
家
族

　

相
談
を
受
け
る
機
関
▼
ね
む
の
き　
認

知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

　

相
談
日
▼
12
月
10
日
㈮
、
令
和
４
年
１

月
14
日
㈮　
午
前
中
（
予
約
制
）　

※
都
合
が
合
わ
な
い
場
合
は
、
相
談
の
う

え
随
時
対
応
し
ま
す
。

　

申
込
み
・
詳
し
く
は
▼
高
齢
介
護
課

☎
788
―
４
９
３
８

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

　
（
令
和
３
年
10
月
現
在

　
受
講
者
は
５
，
９
３
４
人
）　　
　
　
　

　　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認
知
症

と
い
う
病
気
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症

の
人
と
そ
の
家
族
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

い
き
い
き
と
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
支
え
る
応
援
者
の
こ
と
で
す
。
講

座
修
了
後
に
は『
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
証
』

を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

と
き
▼
12
月
20
日
㈪
午
前
９
時
15
分
～

10
時
45
分
（
午
前
９
時
か
ら
受
付
）

　

と
こ
ろ
▼
市
役
所
４
階
会
議
室
402

　

定
員
▼
10
人

　

費
用
▼
無
料

　

持
ち
物
▼
筆
記
用
具

　

申
込
み
・
詳
し
く
は
▼
12
月
17
日
㈮
ま

で
に
、
電
話
で
、
高
齢
介
護
課
（
☎
788
―

４
９
３
８
）
へ
。

脳
げ
ん
き
教
室

　

内
容
▼
自
宅
で
で
き
る
簡
単
な
体
操
、

ク
イ
ズ
な
ど
の
脳
ト
レ
、
お
く
ち
の
話
な

ど
　
と
き
▼
①
令
和
４
年
１
月
12
日・19
日・

26
日
、
２
月
２
日
・
９
日
の
午
後
２
時
～

３
時
30
分
（
午
後
１
時
30
分
か
ら
受
付
）

※
全
て
水
曜
日
、
５
回
コ
ー
ス

②
令
和
４
年
１
月
18
日
・
25
日
、
２
月
１

日
・
８
日
・
15
日
の
午
前
10
時
～
11
時
30

分
（
午
前
９
時
30
分
か
ら
受
付
）　

※
全
て
火
曜
日
、
５
回
コ
ー
ス

※
で
き
る
だ
け
全
日
程
参
加
し
て
く
だ
さ

い
。

　

と
こ
ろ
▼
①
加
納
公
民
館　
②
保
健
セ

ン
タ
ー

　

対
象
▼
65
歳
以
上
の
市
民

　

定
員
▼
①
30
人　
②
40
人
【
先
着
順
】

　

持
ち
物
▼
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
筆
記
用

具※
動
き
や
す
い
服
装
・
靴
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

※
加
納
公
民
館
会
場
は
運
動
で
き
る
上
履

き
　

そ
の
他
▼
受
講
は
、
一
人
に
つ
き
、
年

度
内
１
回
ま
で
で
す
。

　

申
込
み
・
詳
し
く
は
▼
12
月
６
日
㈪
午

前
９
時
か
ら
、電
話
で
、高
齢
介
護
課（
☎

788
―
４
９
３
８
）
へ
。

～
脳
が
よ
ろ
こ
ぶ
～

♪
音
の
広
場
♪

　
音
楽
の
領
域
か
ら
認
知
症
予
防
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し
た
方

法
で
実
施
し
ま
す
。

　

内
容
▼
昔
く
ち
ず
さ
ん
だ
童
謡
や
懐
か

し
い
昭
和
の
歌
謡
曲
に
合
わ
せ
、
簡
単
な

楽
器
を
使
っ
た
リ
ズ
ム
活
動
な
ど

　

と
き
▼
令
和
４
年
１
月
13
日
㈭
・
25
日

㈫
、
２
月
10
日
㈭
・
24
日
㈭
、
３
月
10
日

㈭（
５
回
コ
ー
ス
）午
後
２
時
～
３
時（
午

後
１
時
40
分
か
ら
受
付
）

　

と
こ
ろ
▼
桶
川
公
民
館
大
集
会
室

　

対
象
▼
65
歳
以
上
の
市
民

　

定
員
▼
20
人
【
先
着
順
】

　

持
ち
物
▼
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
筆
記
用

具
　

そ
の
他
▼
受
講
は
、
一
人
に
つ
き
、
年

度
内
１
回
ま
で
で
す
。

　

申
込
み
・
詳
し
く
は
▼
12
月
13
日
㈪
午

前
９
時
か
ら
、電
話
で
、高
齢
介
護
課（
☎

788
―
４
９
３
８
）
へ
。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
★★ 交通事故統計 ★★

─桶川市内の人身事故─
（毎年１月からの累計）

令和３年
９月末

令和2年
９月末

対前年
同月比

件　　数 123件 158件 △35件

死　者　数 ２人 １人 １人

負傷者数 127人 189人 △62人

自転車も　止まってよく見て　交差点

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

桶
川
市
暮
ら
し
と
こ
こ
ろ
の

総
合
相
談
会
（
無
料
）

　

内
容
▼
弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
問
題
（
借
金
、
離
婚
、
相
続
、
贈
与
、
成

年
後
見
な
ど
）、社
会
福
祉
士
に
よ
る
生
活

問
題
、
精
神
保
健
福
祉
士
に
よ
る
こ
こ
ろ

の
悩
み
の
個
別
相
談
会
（
同
じ
経
験
を
持

つ
相
談
員
と
の
面
談
も
可
）

　

と
き
▼
12
月
19
日
㈰
午
前
９
時
～
正
午

　

と
こ
ろ
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
（
鴨
川
１
―

４
―
１
）

　

運
営
▼
夜
明
け
の
会
（
桶
川
市
委
託
事

業
）

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
事
前
に
夜
明
け
の

会
（
☎
774
―
２
８
６
２
）
へ
連
絡
を
。

※
平
日
午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。

埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部

年
末
年
始
の
火
災
予
防

　
年
末
は
慌
た
だ
し
く
、
年
始
は
気
が
緩

み
が
ち
と
な
り
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
に

は
、
い
つ
も
以
上
に
気
を
つ
け
、
次
の
火

災
予
防
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

【
火
災
予
防
対
策
】

•

外
出
時
や
寝
る
前
に
は
必
ず
火
の
元
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

•

ス
ト
ー
ブ
の
給
油
は
必
ず
火
を
消
し
て

か
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。

•

マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
を
子
ど
も
の
手
の

届
く
と
こ
ろ
に
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

•

放
火
防
止
と
し
て
、
建
物
の
周
り
は
整

理
し
可
燃
物
は
片
付
け
ま
し
ょ
う
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予

防
課
☎
048
―
597
―
２
０
０
４

埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部

応
急
手
当（
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
）講
習

　

内
容
▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
心
肺
蘇
生
法

（
成
人
）お
よ
び
大
出
血
時
の
止
血
方
法
な

ど
※
講
習
修
了
者
に
は
修
了
証
を
交
付

　

と
き
▼
令
和
４
年
１
月
22
日
㈯
午
前
９

時
～
正
午（
午
前
８
時
45
分
か
ら
受
付
、Ｗ

Ｅ
Ｂ
講
習
受
講
者
は
９
時
45
分
受
付
）

　

と
こ
ろ
▼
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
３

階
災
害
対
策
室
（
鴻
巣
市
箕
田
１
６
３
８

―
１
）

　

対
象
▼
桶
川
市
、
鴻
巣
市
、
北
本
市
に

在
住
ま
た
は
在
勤
で
中
学
生
以
上
の
人

（
再
受
講
可
）

　

定
員
▼
15
人
【
先
着
順
】
※
定
員
締
切

　

費
用
▼
無
料

　

持
ち
物
▼
筆
記
用
具

※
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受
講
者
は
、
受
講
証
明
書

（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
の

画
面
提
示
で
も
可
）

　

そ
の
他
▼
①
感
染
対
策
と
し
て
、
事
前

の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
（
体
温
測
定
）
を
お
願

い
し
ま
す
。
健
康
状
態
な
ど
に
よ
り
、
受

講
を
控
え
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

②
感
染
対
策
と
し
て
、
人
工
呼
吸
な
ど
一

部
実
施
で
き
な
い
項
目
も
あ
り
ま
す
。

　

申
込
み
・
問
合
せ
▼
12
月
15
日
㈬
～
令

和
４
年
１
月
15
日
㈯
に
、
川
里
分
署
（
鴻

巣
市
関
新
田
１
３
３
０
―
１
、
☎
048
―
569

―
４
１
１
９
）へ
、電
話
ま
た
は
直
接
、申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

上
尾
警
察
署

年
末
年
始
特
別
警
戒
取
り
締
ま
り
実
施

　
何
か
と
せ
わ
し
な
い
年
の
瀬
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
の
外
出
に
も
自
宅
や
乗
り
物
の

施
錠
を
忘
れ
ず
に
、
盗
難
被
害
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
。

　
家
族
で
集
ま
る
機
会
に
は
、
振
り
込
め

詐
欺
被
害
防
止
策
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

被
害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

問
合
せ
詩
上
尾
警
察
署
☎
773
―
０
１
１

０
さ
い
た
ま
労
働
基
準
監
督
署

労
働
保
険
の
加
入
手
続
き
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

　
労
働
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）

を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
る
事
業
者
は
、

原
則
と
し
て
業
種
・
規
模
に
関
わ
ら
ず
、労

働
保
険
の
加
入
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
労
働
保
険
の
手
続
き

を
行
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
さ
い
た
ま
労

働
基
準
監
督
署
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
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合
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ま
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働
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準
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督
署

☎
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―
４
８
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上
尾
税
務
署

来
年
の
確
定
申
告
は
自
宅
の
ス
マ
ホ

や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
作
成
・
送
信
を
！

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を
作
成

し
、
次
の
方
法
に
よ
り
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
送

信
（
電
子
申
告
）
で
き
ま
す
。

①
パ
ソ
コ
ン
か
ら

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
で
読
み
取
り
、
送
信
。

　
ま
た
、
令
和
３
年
分
（
令
和
４
年
１
月

以
降
）
か
ら
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
表

示
さ
れ
た
２
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
）
で
読

み
取
れ
ば
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

て
送
信
可
能
に
な
り
ま
す
。

②
ス
マ
ホ
か
ら

　
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を
ス
マ
ホ

に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
ス
マ
ホ
で
読
み
取
り
、
送
信
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
対
応
す
る
ス

マ
ホ
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
、
全
国
の
税

務
署
で
発
行
し
て
い
る「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
」
を
使
用
し
た
送
信
も
可
能
で
す
。
発

行
を
希
望
す
る
場
合
は
、
本
人
が
顔
写
真

付
き
の
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、

お
近
く
の
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
詩
上
尾
税
務
署
☎
770
―
１
８
０

０
（
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
の
で
「
２
番
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加できる教室を各地域包括支援センターの担当地域に
お住まいの人のみに限定して実施します。
対象▶�65歳以上の人　　費用▶�無料
持ち物▶�タオル、飲み物、動きやすい服装、靴、マスク着用
申込み▶�12月７日㈫~13日㈪の午前９時から午後５時まで【先着順】に、電話で、各地域包括支援セン

ターへ。
　　　　※地域包括支援センタールーエハイムの12月10日㈮の教室の申し込みは、12月９日㈭までです。
注意事項▶�教室の参加は、１か月に１回まで（12月に１回、１月に１回）とします。教室に参加する場

合は、必ず健康チェックを行ってください。

要予約 地域包括支援センター主催�介護予防教室のご案内

ところ とき 定員 内容・注意事項 対象地域

ハートランド
会議室
※上履き持参

１2月１7日㈮
１月2１日㈮

午後１時３0分～
２時３0分

(�午後１時１5分か
ら受付)

１5人

オケちゃん健康体操、玄米にぎにぎ
体操、タオル体操など
※�タオル（手拭いでも可）を必ず持
参してください。玄米棒をお持ち
の人は持参してください（貸し出
しは行いません）。

東、西、南、北、
寿、神明、
国道西側の坂田、
国道西側の加納

申込み至地域包括支援センターハートランド（坂田1725）☎777－7055

〈おげんきかい（ハートランド）〉

ところ とき 定員 内容 対象地域

川田谷生涯学
習センター

１2月１4日㈫
１月１１日㈫

午前１0時～１１時
（午前９時45分か
ら受付）

25人

体操、コグニサイズ、ストレッチ、
健康の話など
※�タオル（手拭いでも可）を使用し
た体操を行うので、必ず持参して
ください（汗拭き用のタオル以外
に用意してください）。

上日出谷、川田谷

申込み至地域包括支援センターねむのき（川田谷5830－１）☎783－5311

〈スマイルクラブ（ねむのき）〉

ところ とき 定員 内容・注意事項 対象地域

加納公民館
※上履き持参

１2月１６日㈭
　　2３日㈭
１月１３日㈭
　　20日㈭

午前１0時～１１時
（午前９時40分か
ら受付）

３0人
ストレッチ、転倒予防体操、タオル
体操、脳トレなど
�※�タオル（手拭いでも可）を使用し
た体操を行うので、必ず持参して
ください（汗拭き用のタオル以外
に用意してください）。

末広、坂田東、
坂田西、篠津、
五町台、舎人新田、
小針領家、倉田、
赤堀、
国道東側の坂田、
国道東側の加納

20人東公民館 １月１4日㈮

申込み至地域包括支援センター桶川市社会福祉協議会（坂田西２－38－１）☎728－2265

〈いきいきくらぶ（桶川市社会福祉協議会）〉

ところ とき 定員 内容 対象地域

サン・アリーナ
※上履き持参

１2月１0日㈮
　　１7日㈮
１月１4日㈮
　　2８日㈮

午後２時～３時
（�午後１時３0分か
ら受付）

25人 ストレッチ、１00歳体操、
健康に関する話

泉、下日出谷、
下日出谷西、
下日出谷東、
若宮、鴨川、朝日

申込み至地域包括支援センタールーエハイム（若宮１－５－２　おけがわマイン４階）☎789－2121

〈みんなで健康教室(ルーエハイム)〉

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp

掲載されている情報は、新型コロナウイルスの影響で、変更になる場合
があります。最新の情報は市ホームページ・電話などでご確認ください。
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